
社会福祉法人七峰会  定 款 

 

第 １ 章  総 則 

 

（目 的） 

第１条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスがその利 

用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、

個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ

自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、

次の社会福祉事業を行う。 

 

（１） 第一種社会福祉事業 

    （イ）障害者支援施設の経営 

    （ロ）特別養護老人ホームの経営 

     （ハ）障害児入所施設の経営 

  （２）第二種社会福祉事業 

    （イ）老人居宅介護等事業の経営 

    （ロ）老人デイサービス事業の経営 

    （ハ）老人短期入所事業の経営 

（ニ）老人介護支援センターの経営 

    （ホ）認知症対応型老人共同生活援助事業の経営 

（へ）障害福祉サービス事業の経営 

（ト）相談支援事業の経営 

    （チ）移動支援事業の経営 

    （リ）地域活動支援センターの経営 

    （ヌ）福祉ホームの経営 

    （ル）障害児通所支援事業の経営 

    （ヲ）小規模多機能型居宅介護事業の経営 

    （ワ）看護小規模多機能型居宅介護事業の経営 

 

（名 称） 

第２条 この法人は、社会福祉法人 七 峰 会 という。 

 

（経営の原則） 

第３条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果 

的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する 

福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推 



進に努めるものとする。 

２ この法人は、地域社会に貢献する取組として、日常生活又は社会生活上の支援を必 

要とする者を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供する 

ものとする。 

 

（事務所の所在地） 

第４条  この法人の事務所を青森県弘前市大字下白銀町２１番地８に置く。 

 

 

第 ２ 章  評議員 

 

（評議員の定数） 

第５条 この法人に評議員７名以上９名以内を置く。 

 

（評議員の選任及び解任） 

第６条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員 

選任・解任委員会において行う。 

２ 評議員選任・解任委員会は、監事２名、職員２名、外部委員２名の合計６名で構成 

する。 

３ 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運 

営についての細則は、理事会において定める。 

４ 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び 

不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 

５ 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行 

う。ただし、外部委員の１名以上が出席し、かつ、外部委員の１名以上が賛成するこ 

とを要する。 

 

（評議員の任期） 

第７条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関す 

る定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 任期の満了前に退任した評議員の後任として選任された評議員の任期は、退任した 

評議員の任期の満了する時までとする。 

３ 評議員は、第５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により 

退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務 

を有する。 

 

（評議員の報酬等） 

第８条 評議員に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算



定した額を報酬として支給することができる。 

 

第 ３ 章  評議員会 

 

（構 成） 

第９条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 

 

（権 限） 

第１０条 評議員会は、次の事項について決議する。 

  （１） 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任 

  （２） 理事及び監事の報酬等の額 

  （３） 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 

  （４） 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認 

  （５） 定款の変更 

  （６） 残余財産の処分 

  （７） 基本財産の処分 

  （８） 社会福祉充実計画の承認 

  （９） その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

（開 催） 

第１１条 評議員会は、定時評議員会として毎年度６月に１回開催するほか、必要があ 

る場合に開催する。 

 

（招 集） 

第１２条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理 

事長が招集する。 

２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評 

議員会の招集を請求することができる。 

 

（決 議） 

第１３条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議 

員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議 

員を除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

  （１）監事の解任 

  （２）定款の変更 

  （３）その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議 



を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第１５条に定める定数を 

上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達 

するまでの者を選任することとする。 

 

（議事録） 

第１４条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人２名は、前項の 

議事録に署名又は記名押印する。 

 

 

第 ４ 章  役員及び会計監査人並びに職員 

 

（役員及び会計監査人の定数） 

第１５条 この法人には次の役員を置く。 

   （１）理 事     ６名以上８名以内 

   （２）監 事     ２名以上 

２ 理事のうち１名を、理事長とする。 

３ 理事長以外の理事のうち、１名を常務理事とする。 

４ 前項の常務理事は、社会福祉法第４５条の１６第２項第２号の業務執行理事とする。 

５ この法人に会計監査人を置く。 

 

（役員及び会計監査人の選任） 

第１６条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。 

２ 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

 

（理事の職務及び権限） 

第１７条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を 

執行する。 

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務 

を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務 

を分担執行する。 

３ 理事長及び常務理事は、３箇月に１回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報 

告しなければならない。 

 

（監事及び会計監査人の職務及び権限） 

第１８条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告 

を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び 



財産の状況の調査をすることができる。 

３ 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類（貸借対照表、資

金収支計算書及び事業活動計算書）並びにこれらの附属明細書及び財産目録を監査し、

会計監査報告を作成する。 

４ 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員

に対し、会計に関する報告を求めることができる。 

（１）会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書 

   面 

（２）会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、

当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの 

 

（役員及び会計監査人の任期） 

第１９条 理事又は監事の任期は、選任後２年以内に終了する会計年度のうち最終のも 

のに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 後任として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとす 

る。 

３ 理事又は監事は、第１５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞 

任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事とし

ての権利義務を有する。 

４ 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関す

る定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の

決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。 

 

（役員及び会計監査人の解任） 

第２０条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって 

解任することができる。 

  （１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

  （２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

２ 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任する 

ことができる。 

  （１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

  （２）会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 

  （３）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

３ 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意に

より、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任

の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。 

 

（役員及び会計監査人の報酬等） 



第２１条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に 

従って算定した額を報酬として支給することができる。 

２ 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。 

 

（職 員） 

第２２条 この法人に、職員を置く。 

２ この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、 

理事会において、選任及び解任する。 

３ 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。 

 

 

第 ５ 章  理事会 

 

（構 成） 

第２３条 理事会は、全ての理事をもって構成する。 

 

（権 限） 

第２４条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるもの 

については理事長が専決し、これを理事会に報告する。 

  （１）この法人の業務執行の決定 

  （２）理事の職務の執行の監督 

  （３）理事長及び常務理事の選定及び解職 

 

（招 集） 

第２５条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

 

（決 議） 

第２６条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過 

半数が出席し、その過半数をもって行う。 

 

（議事録） 

第２７条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 

 

 

第 ６ 章  資産及び会計 

 



（資産の区分） 

第２８条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の

３種とする。 

２ 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。 

 

（１）弘前市大字百沢字東岩木山 

      ２６０８番１１、他２筆 所在の 

      拓 光 園  及び  山 郷 館  敷地 

         （２１，１５３．００平方メートル） 

         ２６０８番１１      ８，４３８．００ 

         ２６１３番 ９         ３２．００ 

         ２６２８番       １２，６８３．００ 

                  計  ２１，１５３．００ 

 

（２）弘前市大字百沢字東岩木山 

      ２６２８番地 所在の 

      家屋番号 ２６２８番の１ 

      鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

      体育館  １棟 （４４４．１１平方メートル） 

        

（３）弘前市大字百沢字東岩木山２６２４番地１４、２６２８番地、 

２６２４番地１３、２６３０番地７所在の 

      家屋番号 ２６２４番１４ 

      鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺平家建 

      拓 光 園  養護院 １棟（２，８３４．７０平方メートル） 

     附属建物 符号１ 

      木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 

      車 庫  １棟（８０．９７平方メートル） 

 

（４）弘前市大字熊嶋字亀田１８４番１ 所在の 

      就労サポートひろさき  敷地   （２，６６０．２８平方メートル） 

 

（５）弘前市大字百沢字東岩木山 

      ２６２８番地 所在の 

      家屋番号 ２６２８番の２ 

      鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

      山 郷 館  園舎 １棟（１，５００．００平方メートル） 

 



（６）平川市猿賀明堂 

      ２４４番１、他３筆 所在の 

      旭 光 園  敷地   （６，２４２．００平方メートル） 

          ２４４番１         ２９３．００ 

          ２４５番          ７３７．００ 

          ２５４番１         ４６５．００ 

          ２５５番        ４，７４７．００ 

                  計   ６，２４２．００ 

 

（７）平川市猿賀明堂 

      ２５５番地、２５４番地１ 所在の 

      家屋番号２５５番 

      鉄筋コンクリート造陸屋根２階建 

      旭 光 園  養護所  １棟 （延 ２，３０３．６２平方メートル） 

     附属建物 符号１ 

      木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建 

      倉庫兼会議室 倉庫・集会所  １棟 （延 １９８．７４平方メートル） 

 

（８）弘前市大字高杉字尾上山 

      ３４６番１、他８筆 所在の 

      サンアップルホーム 敷地 （１８，７１１．８９平方メートル） 

      ３４６番１          １，４１７．００ 

      ３４６番２          ２，８６４．００ 

      ３４９番           ３，７２１．００ 

      ３５０番           ４，４１０．００ 

      ３５１番           ２，７６８．００ 

      ３５３番２            ９９１．８９ 

      ３９３番２            ２０１．００ 

      ３９６番           １，７５３．００ 

      ３９８番             ５８６．００ 

                 計  １８，７１１．８９ 

 

（９）弘前市大字高杉字尾上山 

      ３５０番地、３５１番地、３４６番地１ 所在の 

      家屋番号３５０番 

      鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建 

      サンアップルホーム 園舎 １棟（延 ２，６２４．５３平方メートル） 

     附属建物 符号１ 



      鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 

      第二調理室  炊事場 １棟（５８．３２平方メートル） 

     附属建物 符号２ 

      木造亜鉛メッキ鋼板葺２階建 

      車庫物置        １棟（延 １６９．６５平方メートル） 

 

（１０）弘前市大字高杉字尾上山 

      ３５３番地２、３５１番地 所在の 

      家屋番号３５３番２ 

      鉄骨造陸屋根平家建 

      サンアップル在宅介護支援センター・サンアップルホームデイサービスセンター 園舎 １棟 

                     （５７９．４９平方メートル） 

 

（１１）弘前市大字百沢字東岩木山 

      ２６２８番地、２６２５番地、２６２４番地４、２６２６番地 所在の 

      家屋番号 ２６２８番の３ 

      木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

      山 友 会 館   集会室  １棟 （２２１．９３平方メートル） 

 

（１２）弘前市大字熊嶋字亀田１８３番２ 所在の 

      はぁと  敷地   （９０１．４５平方メートル） 

 

（１３）弘前市大字高杉字尾上山 

      ３４９番地、３４６番地２ 所在の 

      家屋番号  ３４９番 

      鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

      グループホームアップル・認知症デイサービスセンターじょい 

               養護院 １棟（５５７．８３平方メートル） 

 

（１４）弘前市大字百沢字東岩木山 

      ２６２４番１３、他５筆 所在の 

      拓 光 園  敷地 

         （５，２９９．００平方メートル） 

         ２６２４番１３        ４９５．００ 

         ２６２４番１４      ３，２５７．００ 

         ２６３０番５         １４８．００ 

         ２６３０番７         ８２２．００ 

         ２６３１番７          ５９．００ 



         ２６３１番８         ５１８．００ 

                   計  ５，２９９．００ 

 

（１５）弘前市大字大久保字西田 

      ９２番３ 所在の 

      山郷館デイサービスセンター弘前 

      敷地（１，６８６．４１平方メートル） 

 

（１６）弘前市大字大久保字西田 

      ９２番地３ 所在の 

      家屋番号 ９２番３ 

      鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 

      山郷館デイサービスセンター弘前   社会福祉施設 

      １棟（６５４．４８平方メートル） 

     附属建物 符号１ 

      軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 

      機械室     １棟  （２．２５平方メートル） 

       

（１７）平川市猿賀明堂 

      ２５４番地１、２５５番地 所在の 

      家屋番号 ２５４番１ 

      鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 

      さわら    社会福祉施設  １棟（２３６．０９平方メートル） 

 

（１８）弘前市大字若葉 

      二丁目１３番地１  所在の 

      家屋番号 １３番１の１ 

      木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

      くれよん   社会福祉施設  １棟（４９５．９０平方メートル） 

 

（１９）弘前市大字若葉 

      二丁目１３番地１  所在の 

      家屋番号 １３番１の２ 

      木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

      エイブル   社会福祉施設  １棟（２１６．４５平方メートル） 

     附属建物 符号１ 

      木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

             作業場     １棟（６６．２４平方メートル）             



          符号２ 

      木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建  

             作業場・倉庫  １棟（延１６１．１６平方メートル） 

 

（２０）弘前市大字熊嶋字亀田１８３番５ 所在の 

      グループホーム熊嶋住宅  敷地   （４０６．４６平方メートル） 

 

（２１）弘前市大字熊嶋字亀田１８２番１、他２筆 所在の 

      障がい者総合支援センター拓心館 敷地（３，１０５．２８平方メートル） 

１８２番１（１，１４１．８７平方メートル） 

１８３番１（１，４３９．２６平方メートル） 

１８３番６（ ５２４．１５平方メートル） 

 

（２２）弘前市大字熊嶋字亀田 

１８３番地５   所在の 

家屋番号 １８３番５ 

木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

      熊嶋住宅  寄宿舎  １棟（１４９．０５平方メートル） 

 

（２３）弘前市大字若葉 

      二丁目１５番地１、１６番地２  所在の 

      家屋番号 １５番１ 

      鉄骨造陸屋根２階建 

      サポートセンターわかば    社会福祉施設 

１棟（延 １，２２５．１２平方メートル） 

 

（２４）弘前市大字若葉 

      二丁目１３番１、他２筆  所在の 

      くれよん、エイブル及びサポートセンターわかば 敷地 

（６，４３６．８３平方メートル） 

１３番１     ３，４１６．５４ 

１５番１     ２，５１６．８９ 

１６番２       ５０３．４０ 

            計  ６，４３６．８３ 

 

（２５）黒石市八甲 

      ６４番１ 所在の 

      山郷館くろいし  敷地  （５，３８１．００平方メートル） 

 



（２６）黒石市八甲 

      ６４番地１ 所在の 

      家屋番号 ６４番１ 

      鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 

      山郷館くろいし 社会福祉施設 １棟（１，５９２．００平方メートル） 

     附属建物 符号１ 

      木造合金メッキ鋼板葺平家建 

      ポンプ室  １棟 （１８．００平方メートル） 

       

（２７）黒石市角田 

      ４６番９ 所在の 

      角田住宅  敷地 

      （２４６．０４平方メートル） 

 

（２８）黒石市角田 

      ４６番地９ 所在の 

      家屋番号 ４６番９ 

      木造亜鉛メッキ鋼板葺２階建 

      角田住宅 居宅   １棟 （延 １９３．６９平方メートル） 

 

（２９）弘前市大字熊嶋字亀田 

      １８４番地１  所在の 

      家屋番号 １８４番１の２ 

      鉄骨造陸屋根平家建 

      就労サポートひろさき 社会福祉施設 １棟（４００．９５平方メートル） 

 

（３０）弘前市大字百沢字東岩木山 

      ７０番３  所在の 

      やよい住宅 敷地 （６２０．３３平方メートル） 

 

（３１）弘前市大字百沢字東岩木山 

      ７０番地３ 所在の 

      家屋番号 ７０番３ 

      軽量鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建 

      やよい住宅 社会福祉施設 １棟（延 １８５．９７平方メートル） 

 

（３２）黒石市大字甲大工町 

      ２番２、 他２筆 所在の 



      山郷館総合支援センター黒石 敷地（２，７３３．７８平方メートル） 

      甲大工町  ２番２  １，５６３．７６ 

      後大工町  ９番     ９７７．０２ 

      後大工町 ４８番     １９３．００ 

               計 ２，７３３．７８ 

 

（３３）黒石市大字甲大工町 

      ２番地２ 所在の 

      家屋番号 ２番２ 

      鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺２階建 

      山郷館総合支援センター黒石 事務所 １棟（延８８５．３９平方メートル） 

 

（３４）弘前市大字高杉字山下 

２９８番１ 所在の 

      サンアップルヘルパーセンター、弘前市北部地域包括支援センター 

      敷地（３７１．７３平方メートル） 

 

（３５）弘前市大字高杉字山下 

２９８番地１ 所在の 

家屋番号２９８番１ 

木造亜鉛メッキ鋼板葺２階建 

サンアップルヘルパーセンター、弘前市北部地域包括支援センター 

      居宅 １棟（延 １６７．０２平方メートル） 

 

（３６）弘前市大字熊嶋字亀田 

      １８３番地２ 所在の 

      家屋番号 １８３番２ 

木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 

      はぁと 

      社会福祉施設 １棟（２８４．４５平方メートル） 

 

（３７）弘前市大字熊嶋字亀田 

      １８４番地１ 所在の 

      家屋番号 １８４番１の３ 

木造亜鉛メッキ鋼板葺２階建 

      よろこび住宅 

      寄宿舎 １棟（延 ２３７．４９平方メートル） 

 



（３８）黒石市八甲 

      ６４番地１ 所在の 

      家屋番号 ６４番１の２ 

      鉄骨造陸屋根平家建 

      山郷館パレット・山郷館デイサービスセンター黒石 

      社会福祉施設 １棟（５３７．９７平方メートル） 

 

（３９）黒石市緑町 

      三丁目１６番１６ 所在の 

      山郷館ライフ 

      敷地（２８１．２０平方メートル） 

 

（４０）黒石市緑町 

      三丁目１６番地１６ 所在の 

      家屋番号 １６番１６ 

      木造亜鉛メッキ鋼板葺２階建 

      山郷館ライフ 

      居宅 １棟（延 １２５．８６平方メートル） 

 

（４１）弘前市大字百沢字東岩木山 

      ２６２８番地 所在の 

      家屋番号 ２６２８番の４ 

      木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

      山郷館地域生活援助ハウス 

      集会所 １棟（１１８．００平方メートル） 

 

（４２）黒石市柵ノ木 

      二丁目５６番 所在の 

      山郷館児童デイサービスセンターきっず、山郷館柵ノ木住宅 

      敷地（９８５．４６平方メートル） 

 

（４３）黒石市柵の木二丁目５６番地 所在の 

      家屋番号５６番の１ グループホーム 

      木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建 

      １棟（２７５．７４平方メートル） 

 

（４４）黒石市柵の木二丁目５６番地 所在の 

      家屋番号５６番の２ グループホーム 



      木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建 

      １棟（２９９．１４平方メートル） 

 

（４５）黒石市柵ノ木 

      二丁目５７番 所在の 

      山郷館児童デイサービスセンターきっず、山郷館柵ノ木住宅 

      敷地（６９４．５２平方メートル） 

 

（４６）黒石市柵ノ木 

      二丁目５７番地 所在の 

      家屋番号５７番 

      鉄筋コンクリート造陸屋根２階建 

山郷館サポートセンター柵ノ木  

      社会福祉施設 １棟（延５８５．３８平方メートル） 

 

（４７）弘前市大字八幡字平塚 

      ２６番２、他２筆 所在の 

      賀田住宅 

      敷地（１，８０１．７７平方メートル） 

      ２６番２     ９５３．２５ 

      ２６番９     ２９８．９６ 

      ２６番１０    ５４９．５６ 

            計１，８０１．７７ 

 

（４８）弘前市大字八幡字平塚 

      ２６番地２ 所在の 

      家屋番号２６番２の１     

      木造合金メッキ鋼板ぶき２階建 

      賀田住宅Ａ棟 

      社会福祉施設 １棟（延１６７．２７平方メートル） 

 

（４９）弘前市大字八幡字平塚 

      ２６番地２ 所在の 

      家屋番号２６番２の２     

      木造合金メッキ鋼板ぶき２階建 

      賀田住宅Ｂ棟 

      社会福祉施設 １棟（延１６７．２７平方メートル） 

 



（５０）弘前市大字八幡字平塚 

      ２６番地２ 所在の 

      家屋番号２６番２の３     

      木造合金メッキ鋼板ぶき２階建 

      賀田住宅Ｃ棟 

      グループホーム １棟（延１６７．２７平方メートル） 

 

（５１）弘前市大字緑ヶ丘 

三丁目５番１ 所在の 

      グリーンヒル 

敷地（６０５．８０平方メートル） 

 

 

（５２）弘前市大字緑ヶ丘 

三丁目５番地１ 所在の 

 家屋番号５番１ 

        鉄骨造コンクリート板葺２階建 

        寄宿舎 １棟（延４６７．９３平方メートル） 

 

（５３）黒石市大字中川字花岡 

 ４１番５ 他１筆 所在の 

      児童発達支援センター花りんご 

敷地（１，６６３．４５平方メートル） 

４１番５（１，５４９．１８平方メートル） 

４１番６（  １１４．２７平方メートル） 

 

（５４）黒石市大字中川字花岡 

４１番地５ 所在の 

家屋番号４１番５ 

      鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

      園舎 １棟（４５１．５０平方メートル） 

 

（５５）弘前市大字熊嶋字亀田 

１８３番地１、１８２番地１、１８３番地６ 所在の  

      家屋番号１８３番１ 

      鉄骨造陸屋根平家建 

      障害者支援施設 １棟（１，１５８．７０平方メートル） 

 



（５６）弘前市大字高杉字長谷野 

１４３番１ 所在の 

      小規模多機能ホームサンアップル 敷地（７１９．５５平方メートル） 

 

（５７）弘前市大字高杉字長谷野 

１４３番地１ 所在の 

家屋番号 １４３番１ 

      鉄骨造陸屋根平家建 

      居宅介護施設 １棟（３５２．３５平方メートル） 

 

（５８）平川市唐竹高田４３番 他２筆 所在の 

      障害者支援施設青葉寮 

      敷地  （１５，０８１．００平方メートル） 

      ４３番 （ １，８８４．００平方メートル） 

      ４４番 （    ６５５．００平方メートル） 

      ４５番 （１２，５４２．００ 平方メートル） 

 

（５９）黒石市大字南中野字上平３番２ 他２筆 所在の 

      障害児入所施設もみじ学園 

      敷地  （９，４９０．２８平方メートル） 

      中野字上平   ３番２（   ５８．００ 平方メートル） 

      中野字上平   ５番３（５，４９０．２８ 平方メートル） 

      温湯字䖸堤沢   ５番１（３，９４２．００ 平方メートル） 

 

（６０）平川市唐竹高田 

４５番地 所在の 

家屋番号 ４５番 

      鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 

      障害者支援施設青葉寮 

      養護院 １棟（１，７３１．５６平方メートル） 

 

（６１）黒石市大字南中野字上平５番地３  

     黒石市大字温湯字䖸堤沢５番地１ 

 所在の 家屋番号 ５番３ 

      鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 

      障害児入所施設もみじ学園 

      児童福祉施設 １棟（１，６７３．４１平方メートル） 

 



（６２）弘前市大字栄町三丁目６番３ 所在の 

      グループホームさかえ 

      敷地  （６８１．０５平方メートル） 

       

（６３）弘前市大字栄町三丁目６番地３ 

      所在の 家屋番号６番３ 

 グループホーム 

木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建 

      １棟（２９６．７６平方メートル） 

 

（６４）弘前市大字栄町三丁目６番地３ 

      所在の 家屋番号６番３の２ 

 グループホーム 

木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建 

      １棟（２７５．７４平方メートル） 

 

３ その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。 

４ 公益事業用財産は、第３６条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とす 

る。 

５ 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第２項に掲げるため、必要な手 

続をとらなければならない。 

 

（基本財産の処分） 

第２９条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会 

の承認を得て、青森県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる 

場合には、青森県知事の承認は必要としない。 

（１）独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合。 

（２）独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉 

貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を

担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ）に関

する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合（協調

融資に係る担保に限る。） 

 

（資産の管理） 

第３０条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。 

２ 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確 

実な有価証券に換えて、保管する。 

 



（事業計画及び収支予算） 

第３１条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前 

日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する 

場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該会計年度が終了す 

るまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

 

（事業報告及び決算） 

第３２条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の 

書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第３号から第６号までの書類について会計 

監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

  （１）事業報告 

  （２）事業報告の附属明細書 

  （３）貸借対照表 

  （４）収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書） 

  （５）貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明

細書 

  （６）財産目録 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類につい 

ては、定時評議員会に報告するものとする。ただし、社会福祉法施行規則第２条の３ 

９に定める要件に該当しない場合には、第１号の書類を除き、定時評議員会への報告 

に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。 

３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間、また、従たる事務所に３ 

年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所 

に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

  （１）監査報告 

  （２）会計監査報告 

（３）理事及び監事並びに評議員の名簿 

  （４）理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 

  （５）事業の概要等を記載した書類 

 

（会計年度） 

第３３条 この法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終 

わる。 

 

（会計処理の基準） 

第３４条 この法人の会計に関しては、法令等およびこの定款に定めのあるもののほか、 

理事会において定める経理規程により処理する。 

 



（臨機の措置） 

第３５条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄を 

しようとするときは、理事総数の３分の２以上の同意がなければならない。 

 

 

第 ７ 章  公益を目的とする事業 

 

（種 別） 

第３６条 この法人は、社会福祉法第２６条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保 

持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなど 

を目的として、次の事業を行う。 

  （１）居宅介護支援の事業 

  （２）障害者就業･生活支援センターの事業 

  （３）日中一時支援の事業 

  （４）地域包括支援センターの事業 

  （５）有料老人ホームの事業 

  （６）社会福祉事業従事者等の育成事業 

２ 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の３分の２以上の同意を得な 

ければならない。 

 

 

第 ８ 章  解散及び合併 

 

（解 散） 

第３７条 この法人は、社会福祉法第４６条第１項第１号及び第３号から第６号までの 

解散事由により解散する。 

 

 

（残余財産の帰属） 

第３８条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評 

議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。 

 

（合 併） 

第３９条 合併しようとするときは、評議員会の決議を得て、青森県知事の認可を得な 

ければならない。 

 

 

第 ９ 章  定款の変更 

 



（定款の変更） 

第４０条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、青森県知事の 

認可（社会福祉法第４５条の３６第２項に規定する厚生労働省令で定める事項に係る 

ものを除く。）を受けなければならない。 

２ 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨 

を青森県知事に届け出なければならない。 

 

 

第 １０ 章  公告の方法その他 

 

（公告の方法） 

第４１条 この法人の公告は、社会福祉法人 七 峰 会 の掲示場に掲示するととも 

に、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。 

 

（施行細則） 

第４２条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 

 

附   則 

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞な

く、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。 

 

     理事長    相  馬   慶  七 

 

     理 事    常  田   武  夫 

 

      〃     安  田      忠 

 

      〃     一 町 田  与  助 

 

      〃     成  田   富  栄 

 

      〃     河  村   泰  雄 

 

      〃     奥  田      稔 

 

     監 事    工  藤   澄  雄 

 

      〃     松  岡   忠  雄 

 



昭和５０年 １月     一部変更    基本財産増 

 

昭和５２年 ６月     一部変更    基本財産増 

                     指導による変更 

 

昭和５３年 ５月     一部変更    新規事業開始 

                     基本財産増 

                     指導による変更 

 

昭和５４年 ６月     一部変更    新規事業開始 

                     基本財産増 

 

昭和５５年 ５月     一部変更    事務所の移転 

 

昭和５８年 ３月     一部変更    基本財産増 

                     事業目的の変更 

                     理事定数の変更 

 

昭和６３年 ９月     一部変更    新規事業開始 

                     基本財産増 

                     指導による変更 

 

平成 ５年 ７月     一部変更    事務所の移転 

 

平成 ６年 ６月     一部変更    事業目的の変更 

                     基本財産増 

                     指導による変更 

 

平成 ７年 ９月     一部変更    事業目的の変更 

                     指導による変更 

 

平成 ８年 ４月     一部変更    理事定数の変更 

 

平成 ９年１２月     一部変更    新規事業開始 

                     基本財産増 

                     指導による変更 

 

 



平成１１年 ９月     一部変更    事業目的の変更 

                     指導による変更 

                     理事定数の変更 

                     評議員定数の変更 

                     基本財産増 

 

平成１２年１２月     一部変更    新規事業開始 

指導による変更 

 

平成１３年 ３月     一部変更    定款準則改正による変更 

                     事業の追加 

                     建物の改築、増築 

                     基本財産増 

 

平成１４年１１月     一部変更    基本財産増 

 

平成１５年 ４月     一部変更    事業の追加 

                     法の改正 

                     事業の指定 

                     事業所の移転 

 

平成１５年 ６月     一部変更    事業の追加 

                     基本財産増 

 

平成１６年 ６月     一部変更    事業の追加 

                     事業場所の移転変更 

 

平成１６年 ７月     一部変更    基本財産増 

 

平成１７年 １月     一部変更    定款準則に基づく変更 

 

平成１７年 ４月     一部変更    事業の追加 

                     定款準則改正による変更 

                     事業名称の変更 

                     理事定数の変更 

                     評議員定数の変更 

 

平成１７年 ７月      一部変更   事業の追加 



                      定款準則改正による変更 

                      基本財産増 

                      

平成１７年１２月      一部変更    事業の追加 

                      事業の削除 

                      基本財産増 

 

平成１８年 １月      一部変更    基本財産の町名変更 

 

平成１８年 ２月      一部変更    基本財産の町名変更 

 

平成１８年 ４月      一部変更    事業の追加 

                      基本財産減 

                      基本財産増 

 

平成１８年 ６月      一部変更    条文字句の変更 

 

平成１８年１０月       一部変更    事業の追加・削除 

                       定款準則改正による変更 

 

平成１９年 ２月      一部変更    法改正による事業の変更 

                      基本財産増 

 

平成１９年 ６月      一部変更    定款準則改正による変更 

                      事業の追加・削除 

                      基本財産増・訂正 

 

平成２０年 ６月      一部変更    基本財産増･訂正 

 

平成２０年 ９月      一部変更    基本財産増･訂正 

 

平成２０年１２月      一部変更    基本財産増･訂正 

 

平成２１年 ５月      一部変更    基本財産増･訂正 

 

平成２１年 ７月      一部変更    基本財産減 

 

平成２１年 ９月      一部変更    基本財産増･訂正 

 



平成２２年 ６月      一部変更    事業の追加・削除 

                      基本財産増・訂正 

 

平成２３年 ５月      一部変更    事業の目的・変更 

                      基本財産増・訂正 

 

平成２４年 １月      一部変更    公益を目的とする事業の変更 

                      基本財産増・訂正 

 

平成２４年 ６月      一部変更    第一種社会福祉事業目的の変更 

                      基本財産増 

                      公益を目的とする事業の変更 

 

平成２４年 ６月      一部変更    基本財産一部変更 

 

平成２４年１１月      一部変更    基本財産一部変更 

 

平成２５年 ５月      一部変更    事業の追加 

 

平成２６年 ６月      一部変更    常務理事定数の変更 

                      基本財産一部変更 

                      基本財産増 

 

平成２７年 ４月      一部変更    条文字句の追加 

                      基本財産増 

 

平成２７年１２月      一部変更    公益を目的とする事業の追加 

 

平成２８年 ８月      一部変更    基本財産減 

 

平成２８年 ８月      一部変更    基本財産一部変更 

 

平成２８年１２月      一部変更    基本財産増 

 

平成２９年 ４月      一部変更    法改正による変更 

 

平成２９年 ７月      一部変更    第二種社会福祉事業の追加 

                      基本財産増 

 



平成２９年１０月      一部変更    会計監査人の設置による変更 

 

平成３０年１１月      一部変更    第一種社会福祉事業の追加 

評議員への報酬支給による変更 

                      基本財産減 

 

令和 元年 ７月      一部変更    基本財産増 

                      基本財産減 

                      公益を目的とする事業の削除 

 

令和 ２年 ７月      一部変更    第二種社会福祉事業の追加 

基本財産増 

 

令和 ３年 ７月      一部変更    基本財産増 

 

令和 ４年 ７月      一部変更    基本財産増 

 

令和 ５年 ７月      一部変更    基本財産増 

 

令和 ６年 ７月      一部変更    基本財産減 

 


